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第　　　号
　年　　月　　日
　
　　　　　　　　　　様
　　
大町町長　　　　　　　　　　印　


空家等の適正管理について（勧告）

　
　大町町空家等の適正管理に関する条例（平成24年大町町条例第11号。以下「条例」という。）第４条の規定により、所有者等は、所有等に係る空家等が危険な状態にならないように自らの責任において当該空家等を管理しなければならないことと定められています。
　あなたが所有（管理・占有）する空家等につきましては、倒壊等の事故、犯罪、火災等の未然防止の目的上、危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがありますので、速やかに措置を講じられるよう条例第９条の規定により下記のとおり勧告します。
　なお、空家等の所有（管理・占有）の状況等について間違っている場合、変更が生じている場合又は既に措置を済まされている場合は、御容赦願いますとともに、御一報くださるようお願いします。
　
記
　
	所有者等の
氏名及び住所
	

	空家等の所在地
及び種別
	

	勧告の内容
	

	履行期限
	年　　月　　日

	備　　　　　考
	この勧告に従わない場合は、条例第11条の規定により期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することがあります。




	大町町空家等の適正管理に関する条例（抜粋）
（所有者等の責務）
第4条　空家等の所有者等は、当該空家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。
(勧告)
第9条　町長は、前条の助言及び指導を行ったにもかかわらず、なお空家等が現に危険な状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条　町長は、第9条の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第12条　町長は、空家等の所有者等が前条の命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
[bookmark: 13000146601000000028](1)　所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
[bookmark: 13000146601000000032](2)　空家等の所在地及び種別
[bookmark: 13000146601000000036](3)　命令の内容
[bookmark: 13000146601000000040](4)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2　町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。




